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令和5年10月2日 （月）－3日（火）！

■ひ

八木名古屋高等裁判所長官

●

資 料視察

小浜簡易裁判所

福井家庭裁判所小浜出張所
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沿 革 概 要

年月 日 事項 内 容

6

10. 9.18

11．9．19

14． ．4． ．9

14． 7.29

15． 1．． 1

15． 3．23

16． 1．10

19．12． 2

23．11． 1

34． 2．20

34． 8． 1

40． 6．11

2． 4．21

明

明
明
明
明
明
明
明
明
明

明
明
大

置
区
縮
の
の
及
轄
更
の
置
置
称
繕
止
活
止

轄
の
轄
更
轄
更
称
管
変
轄
更

設
管
域
小
管
変
》
管
変
改
び
の
管
変
設
設
改
営
廃
復
廃

■ 旬 ゆ

京都裁判所管内小浜区裁判所が設置され、敦賀郡及び若

狭3郡（三方、遠敷及び大飯）の民事100円以下、刑

事懲役3年以下の事件及び民事勧解事務を処理する。
■ ●

敦賀区裁判所の設置に伴い、小浜区裁判所の管轄は遠敷

及び大飯の2郡となる.

金沢裁判所の管轄となる。

京都裁判所の管轄となるp

申

今 も

小浜治安裁判所と改称され、
0

る ｡

大津始審裁判所の管轄とな

福井始審裁判所の管轄となる。

C D

｡ p ■

福井始審裁判所小浜支庁が設置され、敦賀、三方、遠敷
■ ■

及び大飯の4郡を管轄する。

治安裁判所内に§登記所が設置された。
■ ‐

福井始審裁判所小浜支庁が福井地方裁判所小浜支部（甲

号）に改称され、重罪公判及び民事第二審を除くほか、
6 9 ●

地方裁判所の裁判権に属する事務を取り扱う。小浜治安
■ a

裁判所は小浜区裁判所と改称され、福井地方裁判所の管

内となる。

庁舎新営
b ●

所在地遠敷郡雲浜村竹原第8号字三ノ丸

敷地面積3,614.24㎡ .
0 ■

庁舎木造瓦葺平家建

面積 1,120.66㎡(付属建物共）
■~

福井地方裁判所小浜支部が廃止される。

福井地方裁判所小浜支部が復活される。

小浜区裁判所が廃止され、遠敷及び大飯の2郡は敦賀区

裁判所の管轄となる 。 ・・ ，



口
遠敷及び大敗の2郡を

割|竜イ雲聿鵡7N曽因緯か階

印､探陸.錘干川フT〃

敦賀区裁判所’

同じ。）が事形

取り扱う。

敦賀区裁判所‘

0司その箏崩

C

1

区部が廃止され
･刑事事務が僧

･

■ q

嘘 ． ｡
｡

●

心 P

○

町小浜支部か復泥

孟簡易裁判所が計

夕 ｡

割|副Tノ、浜 、‘

◎
ｲe ■

庁舎の一部が床上浸水の秘

小浜市後瀬町13号20濯

工場第一報徳寮を仮庁舎と

庁舎新営

所在地小浜市城内1丁

敷地面積3,282.07.㎡､ ．

庁 舎鉄筋コンクリー

床面積581.60㎡

延面積1，140．10㎡

附属建物 14．89㎡ 。

T･車響201_595.000円

年月 日 事項 内 容
ｏ
Ｑ

大6． 9．15

昭6． 4． 1

昭8． 2． 1

昭176 9.30

昭17．10． 1

昭21． 7． 1

昭22．5． 3

昭23． 1． 1

昭24. 1． 1

昭28． 9．25

昭55. 8． 5

昭56． 5．29

平元．11．21

平2． 4．1

ｅ
６

活
代
代
‐
了
止
の
の
、
及
置
置
及
置
害
転
及
転
繕
及
置

務
務
終
務
止
務
活
活
止
設
止
設
繕
移
止
設

復
事
行
事
行
廃
事
停
‐
事
復
復
廃
び
設
廃
び
災
移
営
び
営
廃
び



年月 日 事項 内 ． 容

14． ．3．29

18．12．19

19．12．25

22． 1.29

27． 2． 5

4．3．28

平
平
平
平
平
令

繕
繕
繕
繕
繕
・
工償

営
営
営
営
営
補
事

庁舎内部等改修(ラウンドテーブル法廷整備等）工事

点字ﾛｯｸ設置工事

庁舎自動扉設置

実測により62．38㎡増

敷地面積3,344.45㎡

庁舎耐震改修等工事（耐震改修、調停室増設、電話交換設

備更新等）

隣接国道改良事業(橋梁整備）に伴う補償工事(外構整備
工事。工事主体：福井県嶺南振興局小浜土木事務所）
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庁舎の現状等について

小浜簡易裁判所､福井家庭裁判所小浜出張所

現庁舎は、昭和5．6年築（築後41年）の鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床

面積約1， 140㎡であり、平成26年度に耐震改修工事を実施した庁舎である｡

空調設備について、不具合が複数回発生しており、故障した場合、裁判事務への

影響が大きいことから、本年度、冷温水発生機及び冷却塔のオーバーホーノレを内容

とする特別修繕工事を実施する予定である。

また､最高裁に対して、照明設備のLED化等を内容とする令和6年度特別修繕

工事の予算化を要望している。

なお､同庁舎は、平成2年に支部が廃止された旧乙号支部庁舎であり、職員数や

事務量に比し過大な施設となっているため、今後、庁舎の有効活用等を検討してい

く必要がある。

おって､現在、福井県の都市計画による国道の拡幅及び橋の付け替え工事が実施

されている。この工事に伴い､令和2年11月に庁舎敷地の南側及び西側の712.

33㎡が収用されるとともに、代替地として庁舎敷地北西側に国士交通省（法定受

託者福井県)から131． 77㎡の土地の所管換を受け、収用に伴う補償工事によ

り、庁舎東側スロ－プ等が整備された｡橋梁工事完了後庁舎西側出入口部分の整
：

備が行われ、令和9年度に全ての工事が完成する予定である。

～

』

ー



庁 舎 状況

(所在地小浜市城内1丁目8番三の丸6番2号）

(敷地面積2763.89㎡） 建築年月日 （昭56． 5． 26）

’

コープの薩直

辰壺

0

翻易

付属建物

！

、

Ｉ

I

＝

構造 庁舎

各階

延面積

グ

6
(㎡）

庁 舎 設 備

(障害者等設備）

備 考

RC 1階

2階

581

558

○障害者等設備,

､障害者等用等駐車場 有

点字ブロック
ｃ

ｃ

Ｂ

U O

有

自動扉 有

障害者等用スロープ 無
。● ■

■ ､ ●C

ェ．レベーター
f

O

無

障害者等用トイレ 有

オストメイト対応 有

構造 用途
寺

延面積（㎡） 建築年月日

S 自転車置場 13

● ③

平22． 3． 10



ｰ

管内概 等況

※敦賀支部分に編てつ（視察対象庁周辺図のみ編てつ）

0
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1

1

ト



視察対象庁周辺図
1

小浜簡裁､福井家裁小浜出張所
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裁判官配置表
舎赤n周年Q頂

が

1

ノ

小浜簡易裁判所
．

ダ 氏名 任用年 年齢 担当する主な職務 備考

け

いずみたに さとし

泉谷聡

(令和3.4.1～）

令2年 56
民事、刑事

● △

敦賀簡裁兼務、本庁填補
(敦賀簡裁への填補日)
毎週火、金曜日
(本庁への填補日）第
1‘第3月躍日



幹部職員等配置表

合和5年8月1日現宅

、

所属庁 官職 氏名 主な担当職務
年
齢 備考

小浜簡裁
■ ｡

書記官兼庶務課長
■ｳ ●

岡林和彦 民事･刑事 ■



表職員現 在 員
』

（令和5年8月1日現在）
巾 e

浜簡易裁判所小

〆

〆

ノ

巳 ｡

総数 地裁 家裁 簡裁 検審 備考

裁
判
官

判 ．･事

特例判事補

･未特例判事補

簡裁判事

計

0 ●

1‘

■

1

6

1

■
や

＄

勺
ｆ
Ｅ
Ｏ

●
■
■
▲
■
凸
己
０
◆
，

?11

1

●
Ｑ
Ｄ

.§

一
般
職
員

裁判所書記官

裁判所事務官等

裁判所速記官
L ●

家庭裁判所調査官(補）
●■

執 行 官

■

P

計

1 （）

2 （）

0 （）

0 （）

0 （）

3 （） 0 （） 0． （）

1

2

3 （） 0

合 計 4 （） O () 0 （） 4 （） 0
』
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著名事件一覧

※該当事件なし
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